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横弁発第 号

平成  12年 月島

殿

横浜弁護士  Fヲ!
会長 永 出七三ミ!

懲戒請求の受理通知

あなたから平成  12年 月 円付でなされた懲戒誇求を 1 2年続第 


として受理し、警戒委員会の審査に付するか奇かについて綱紀委員会に関査さ


ること iこしました。， tti三いヶイご;菜、)


本会が弁護士を懇戒しないとさ又は持引の期間内に懲戒の手続きを終えないと

創立、懇戎藷求人は、弁護士法第 61条第 l項によって 5本弁護士連合会は異議の

日出をすることができます。 

fき或事由があったときから 3年を経過したものは、弁護士法第 64条によって懇

戒委員会の審査に付すことができないことになっておちます。

〈注意事項〉

1.態戒誇求人が 2人以上あるときは、語議によって懇戒鵠求人代表 l入を選任し、

で届け品て下さい0 

2.警戒請求人が代理人者滋任 Lたときは、書面で諾け出て下さい。懲戒請求人の

代理人が 2人以上あるときは、協議によって主任代理人 l人を選f去し、書面で届

け出て下さい。

:3.通知文またi立文書のi送付先を変更したとき誌、度ちに書簡で騒げ出て下さい0

~， .証毘害額等は、 6 i議{コピー可)ご提出下さいますようお願いいたし

なお、原則として今後の通知又主連絡辻 懲戒誇求人代表・主任代理人宛にし、た


します。


以
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横弁発第

平成� 13年月 自

殿

横浜弁護

会長 境調木永

懇戒講求の受理通知

あなたかち平或� 13年 号 詩討でなされた懇或請求を平成� 13年続第

{きす野光夫会員) ・ 号{北沼幸三会員)として受理し、警戒委員会の審査に

付するか苔かiこついて綱紀委員会に調査させることにしました。

が弁護士を懲戒しないとき又は相当の期間内に惣戒の手続きを終えないと

きは、懲戒鵠求人は、弁護士法第� 61条第� 1現によって日本弁護士連合会に異議の

時l出告とすることができます。

自があったときから� 3年を経過し?ともの辻、弁護士法第� 64条によって懲

の審菅に付すことができないことになっており� 

l.i寒波鵠求人が� 2人以上あるときは、協議によって?警戒請求人代表� l人を選怪し、� 

さし、。

2. 通知文� の送イ寸先を変更したとき辻、直ちは番問で脂け出て下さいo 

3. 6 i語(コピー可)ご提出下さいますようお願いいたします。

以
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横弁発第 号

平成  1 4 月 日

最

横誤弁

会長 主主

懲戒請求の受理通知

あ会たから平成  14 見 5付でなされた?警戒誇求を 1 4年嬬第 

レして受理し、?警戒委 (J)審査に{守するか吾かについて綱紀委員会に謂査させる

ごとにしました。(引き斗」六千;主!

本舎が弁護士を懲戒しないとき又は相当の期間内  iこ懲戒の三手続きを終えないと

さ誌、懲戒誇求人法、弁護士法第 61条第  1項;こよって自本弁護土連合会;こ異議の

咋出をすることができます。

懲戒事自があったときから 3年を経過したものは、弁護士法第 64条によって懇

成委員会の審査に付すことができないことはなっておりま

〈詮意事項〉

1.通知文また の送付売を変更したとき去、産ち I~ で属吋出て下さい。 

2. ~正毘書類等は、 6 j邑(コピー可)ご提出下さいますようお難いいたし

上以



J¥  

日弁連審  H14-(異片

平成14年男自

輿議申出入 段

日本弁護士連合会懇薄委員会

委員 落合長治

審査鰭始通知書

食毅からの懲戒請求事件!こ関する異議について、当委員会の審
査を開始したので通知します 3

本 事 件 軒 ; 刊14年懇〈累積 号〈材関えそこ需主-r)
審査開始日 平議  14年 月 号



f円;ぇ
耕、福

日弁連審  H15…(奨)一

平成151:平司日

異議串出入， 態 

司本弁護士連合会懇璃委員会

委員長 落合長治

審査開蛤通知霧

貴殿からの懲戒繍求事件に関する興識について、当委員会の審

査を開始したので通知します ο

本事件番号:平成15年懇{諜}第号は7 そ:iF1
蕃護関詰B: 平成 15まま舟 !詰
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横弁発第

平成� 15年司 岳

毅

横浪弁護

会長箕山

懲戒鵠 求 の 受 理 通 知

震設かち平成� 15年 月 日付でなされた懲戒請求を平成� 15年綱策号と

して受理し、懲戒委員会の審査に付するか杏かについて鱗紀義員会に調蓑させるこ

とにしました。 リゴす千ふとそ:与え)

本会が弁護士を懲戒しないとき又は担当む期間内に懲戒の手続きを終えないと

きは、懲戒鵠求人辻、弁護士法第� 61条第� l項むよって日本弁護士連合会に異議の

申出をすることができます。

懲戒事由があったときかも� 3年を経瀧しとものは、弁護士法第� 64条によって懲

珪委員会の審議に付すことができないことになっておりま'j0 

し通知文まと迫文書の送付先を変更したとき誌、直ちに書記で届け出て下さい 0 

2.証拠書類等は、 S通(コピー可)ご提出下さいますようお願いいたしま� 'j0 

以 上

ム一品



ヨ弁護審  H15-(翼)一

平成 15年 1 日

異議申出人 殿

毘本舟議士連合会懇戒委員会

委員長 落合長治

審査開始通知書

費接からの懇或請求事件!こ関する異議について、当委員会の審
査を開始したので通知します。

本事件番号:事或15年懲(異)第 号(え~rヂモ七竿 f

審査開始罷・平成 15年男 自
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符F長

茂之: ロド噌 ヨ

綱紀審査申 ノ¥

ム一品

f 伽『  

ヨ本 士連

長 宮崎 誠

恥“一一 -' 

ロ 

綱紀審査開始通知

規

員殿から弁護士法第 64条 3 の現定による綱紀審査の申出があり.

綱紀審査会に事案の審査 求 ~6たので弁護 法第  6，~条の 7 第之項及び綱紀
?マ少

審査会支び綱紀審蓋手 する規程第三三条 により， 知します。を、ー

l
M 

事件番号: 平戎  21 シ)

対象弁護士等:村野光夫

ロ[

コ一つ:ヲ

綱紀審査会に靖紀審査を求ゐた日: 戎2i


